
「ケータイ歯科手帳 」サービス利用約款R
第 １章 総則
第 １条（目的）

この利用約款（以下 「利用契約」という）は、特別な設備や専用回線を用意することなく一般インターネット回線を利用することで、患者に対し携帯電話を利用した、
治療記録を閲覧ならびに患者等へのメール配信などを行えるシステム「ケータイ歯科手帳 （以下 「本サービス」という）の利用、及び提供について、ケータイ歯科R」 、
手帳運営事務局（以下 「弊社」という）が定めるもので、契約者は本サービスの利用申込時に本サービスの利用規約（以下 「本約款」という）の各条項に同意したも、 、
のとします。
第 ２条（定義）

本約款において、次の用語は各号の意味で使用します。
１．契約者 弊社と利用契約を締結している者（契約時に登録された法人または個人）
２．管理責任者 契約者により指名され、代表して本サービスの管理運営にあたる者
３．ケータイ歯科手帳 弊社が利用申込に基づきサービス提供を行う携帯電話を利用した治療記録閲覧並びメール配信を行う為のＡＳＰ（アプリケR

ーションサービスプロバイダー）サービスを構成するハード機器およびソフトウェアの一切をいう （以下 「本システム」という）。 、
４．利用者 本システムに携帯電話を利用して登録を行う、患者などを言う。
５．治療記録 本システムを用いて、契約者が登録を行う患者の記録。
６．契約者ＩＤ 契約者単位で発行する、本サービスを利用するためのＩＤ
８．契約者パスワード 契約者単位で発行する、本サービスを利用するためのパスワード
９．基本利用料金 別途契約時に定める月額利用料金とし、サービス内容ごとに異なるものとする。

１０．利用承諾書 契約者に対して本サービスの利用の証として、提出される書面
１１．課金開始月 利用承諾書に記載されたた課金開始欄の日付をいう
１２．インターネットデーターセンター 本サービスを提供するための設備を設置している場所

第 ３条（契約の単位）
弊社は、契約者ＩＤ毎に契約者と利用契約を締結します。

第 ４条（約款の適用）
利用契約は、本サービスの利用に関し、弊社及び本契約約款第２条（定義）に定義する契約者、管理責任者及び利用者に適用されるものとします。

第 ５条（契約約款の変更）
弊社は、本契約約款を契約者に対する通知により、変更することが出来るものとします。この場合、変更日以降の料金その他の提供条件は、変更後の本
サービス契約約款によります。

２， 弊社は、本契約約款を変更するときは、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定めた方法により変更の１ヶ月前までにその内容を
通知します。

第 ６条（最低利用期間）
本サービスの提供は、課金開始月から起算して１２ヶ月を最低利用期間とします。

２， 前項の規定にかかわらず、契約事項の変更（第２１条（契約変更に伴う違約金）の規定が適用される変更を除きます ）があったときは、変更日から起算し。
て１２ヶ月を最低利用期間とします。

第 ２章 サービスの種類
第 ７条（サービスの種類及び内容）

弊社は別表に定める本サービスの基本サービス及びオプションサービスを提供します。
２， 弊社は、前項に定めるオプションサービスを提供しますが、契約者及び利用者の要望その他の事由により前項に定めるオプションサービス以外の

オプションサービスを提供することがあります。

第 ３章 利用申込等
第 ８条（利用申込）

利用契約の申込（以下「利用申込」という）をされようとする方は、本契約約款を確認・同意した上で、弊社所定の手続きに従って利用申込をするものと
します。

２， 利用申込をする場合は、弊社所定のご利用申込書を弊社に郵送あるいはＦＡＸして頂くものとします。
３， ご利用申込書の提出にあたっては、弊社が指定した第三者による取り次ぎを認めます。

第 ９条（利用契約の成立等）
利用契約は、弊社が利用申込を承諾したときに成立し、申込者は契約者となります。

２， 弊社が利用申込を承諾したときは、弊社は契約者の登録を行うと共に、別に定める利用申込内容に沿って契約者に対して、初期設定された契約者ＩＤ及び
契約者パスワード（も管理責任者により変更が可能）をすみやかに通知し、利用承諾書として契約者に提出します。

３， 弊社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
１．申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき
２．申込者が利用料金の支払いを怠るおそらがあると弊社が判断したとき
３．申込者が、第１７条（提供の停止）第１項に該当するとき
４．利用申込書に虚偽の記載があったとき
５．そのた、全各号に準ずる場合で、弊社が適当でないと判断したとき

， 、 、 、 、 。４ 弊社は 前項の規定により利用申込を承諾しない場合は 申込者にその旨を書面もしくは 口頭もしくは 電子メールなどの弊社が指定する方法で通知します

第 ４章 契約事項の変更等
第１０条（契約事項の変更等）

契約者は、利用申込の内容を変更しようとするときは、弊社が別に定める書面により、弊社に届け出てください。
２， 弊社は、前項の届けがあったときは、第９条（利用契約の成立など）の規定に準じて取り扱います。
３， 弊社が、第１項の届け出を承諾し、利用中のサービスを変更することが可能となった時点から変更が適用となります。

第１１条（権利譲渡・再販の禁止）
契約者は、本契約約款に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係るいかなる権利も第三者に譲

渡及び再販することは出来ません。
第１２条（契約者の地位の継承－法人の場合）

契約者である法人の合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添え
て、承継の日から３０日以内にその旨を弊社に通知してください。

２， 弊社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第９条（利用契約の成立など）第３項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することにより
承継した法人との契約を解除することができるものとします。

第１３条（氏名等の変更）
契約者は、その氏名若しくは商号代表者又は住所に変更があったときは、速やかに書面で弊社に届け出ください。

２， 弊社は、前項の届け出があったときは、契約者からその事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第１４条（ＩＤ及びパスワードの管理）

管理責任者は、第９条（利用契約の成立など）第２項により通知される契約者ＩＤ及び契約者パスワード、並びに払い出しを行ったすべてのＩＤ及びパス
ワードの管理責任を負うものとし、弊社は通知後のＩＤ及びパスワードの管理について一切の責任を負いません。

２， 契約者は、契約ＩＤ及び契約パスワードを第三者に譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはならないものとします。
３， 契約者は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより契約者及び利用者又は契約者が指定する以外の第三者に発生

した損害に関しては、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第 ５章 利用制限等
第１５条（非常時における利用の制限）

弊社、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内
容とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置をとること
があります。

第１６条（提供の中止）
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

１．インターネットデータセンターの電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
２．インターネットデータセンター内で定期的に実施する本システムに関する保守・更新作業及びバックアップ作業を実施するとき。
３．第１種、第２種電気通信事業者（インターネットサービスプロバイダーを含む）及びインターネットデータセンターが電気通信サービスの提供を中止す

ることにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
２， 弊社、第１項第１号及び第２号の規定により本サービスの提供を中止するときは、原則としてその７日前までに、その理由及び実施期間を弊社が定める方

法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
３， 弊社は、第１項第３号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知します。

ただし、緊急をやむを得ない場合は、この限りではありません。

第 ６章 提供の停止
第１７条（提供の停止）

弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
１．本サービスの料金等、割増金又は遅延損害金を請求書に指定した支払期日を経過しても支払われないとき。
２．申込、その他の利用契約に係る手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
３．管理責任者が契約ＩＤなどの管理を怠ったとき、あるいは利用者が第１４条（ＩＤおよびパスワードの管理）第２項の義務を怠ったとき。
４．全各号に掲げる場合のほか、本契約約款に違反する行為で、弊社の業務遂行又は弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をし

たとき。
５．契約者が支払いを停止したとき。
６．契約者について、仮差押え、差押え、民事再生、破産又は会社更生の申立が行われたとき。

２， 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、予め実施期日及び実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知します。

第 ７章 料金等

第１８条（料金等）
本サービスの利用料金及び関連費用（以下 「料金等」という）は、契約時に定めるところによります。、

第１９条（月額利用料及びそのた利用料の支払い義務）
契約者は、本サービスの課金開始月から契約を解除又は終了する月までの間、弊社に本サービスの月額利用料を支払わなければなりません。

２， 契約者は、第１７条（提供の停止）の規定により本サービスの提供が停止されている間の月額利用料について、前項の支払い義務を免れることはできません。
３， 第１５条（非常時における利用の制限）又は第１６条（提供の中止）の規定により本サービスの提供が中止されている間の月額利用料については、第２０条

（利用不能の場合における料金の精算）の規定により取り扱います。
第２０条（料金等の請求及び支払い）

弊社は、弊社が定める方法により、本サービスの料金等を契約者に請求します。
２， 前項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期日までに、弊社が指定する方法によりその料金等を支払うものとします。振り

込みの場合、振り込み手数料は契約者の負担とします。
３， 弊社は毎月１日に前月にご利用いただいているサービス、ならびにオプション、及びその他の利用料における利用数値を計量し、利用料金を算出し１０日

までに契約者に請求するものとします。
第２１条（契約変更に伴う違約金）

契約者は、最低利用期間の満了前に、第１０条（契約事項の変更等）の規定により提供される本サービスの内容を変更した場合において、契約内容の変更
日から最低利用期間満了日までの期間に対応するその差額を、違約金として一括して弊社に支払わなければなりません。

第２２条（契約解除に伴う違約金）
契約者により、最低利用期間満了前に利用契約が解除された場合は（第２５条（契約者が行う利用契約の解除）第２項による解除を除きます ）は、解除。

日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額利用料の額を、違約金として一括して弊社に支払わなければなりません。
第２３条（利用不能の場合における料金の精算等）

弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、契約者がその利用契約に係る本サービスを全く利用できない状態が生じ、弊社がそのことを知った時刻から連
続して２４時間以上その状態が継続したときは、その利用することが出来なかった時間を２４で除した数（小数点以下の端数は切り捨てます）に、利用する
ことができなかった本サービスに係る基本利用料金の３０分の１を乗じて得た額を、契約者の請求に基づき減額します。ただし、契約者は当該請求がなしえ
ることとなった日から３０日以内に当該請求を弊社に対し行わなかった場合は、その権利を失うものとします。また、当該請求が３万円未満の場合は、利用
不能時間と同等の利用期間の延長をもって費用の返却にかえるものとします。

第 ８章 契約の解除など
第２４条（弊社が行う利用契約の解除）

弊社は、契約者が第１７条（提供の停止）の規定により本サービスの提供を停止されてもなお、同条第１項各号のいずれかに該当する場合は、利用契約を
解除することがあります。

２， 弊社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第１７条（提供停止）第１項各号のいずれかに該当し、その事実が弊社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと
判断したときは、提供の停止をすることなく利用契約を解除することができるものとします。

３， 弊社は、第１項及び第２項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面若しくは電子文章により契約者にその旨を通知します。
４， 弊社は、第１項及び第２項の規定により利用契約を解除しようとするときは、契約者からの要請に基づき、本サービス利用に伴い蓄積された会員データを

標準的なデータの形式（ＣＳＶなど）で利用者に返却するものとし、その作業に要する費用は契約者が負担するものとします。
第２５条（契約者が行う利用契約の解除）

契約者は、利用解除しようとする、１ヶ月前までに書面により弊社へ通知することにより、利用契約を解除することが出来ます。
２， 前項の規定にかかわらず、契約者は、第１５条（非常時における利用の制限）又は第１６条（提供の中止）に規定する事由が生じて本サービスを利用でき

なくなった場合において、利用契約の目的を達することが出来ないと判断したときは、弊社に書面で通知することによりその利用契約を解除することが出来ま
す。この場合は、利用契約の解除は、弊社に通知が到着した日に効力を発します。

３， 弊社は、契約者が利用契約を解除しようとするときは、契約者からの要請に基づき、本サービス利用に伴い蓄積された会員データを標準的なデータ形式
（ＣＳＶなど）で利用者に返却するものとし、その作業に要する費用は契約者が負担するものとします。

第 ９章 雑則
第２６条（遅延損害金）

契約者は、本サービスの料金等又は割増金を請求書に指定する支払日までに支払わないときは、支払期日から起算して支払いの日までの期間について、未
払額に対し年率１４．５％の割合で計算した額を、遅延損害金として弊社に支払うものとします。

第２７条（責任範囲）
契約者は、弊社の責めに帰すべき事由により生じた契約者及び第三者の損害について、利用契約の月額の利用料金を上限として、弊社に対して損害賠償を

請求することができます。
２， 弊社は、弊社の責めに帰すべからざる事由により、契約者及び利用者に生じた損害、弊社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、

及び第三者からの損害賠償に基づく契約者及び利用者の損害その他の損害について責任は負わないものとします。
３， 第１種通信事業者、第２種通信事業者、インターネットデータセンターまたは他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者及び利用者が損害を被

り、弊社に損害を請求してきた場合には、弊社はかかる事由により当該第１種通信事業者、第２種通信事業者、インターネットデータセンター又は他の通信
事業者から弊社に受領した当該請求権に関する損害賠償を限度としてかかる損害賠償請求に応じるものとします。

４， 天災、地変、戦争、内乱、その他の不可抗力により本サービスを提供できなかったときは、弊社は一切その責を負わないものとします。
５， 契約者及び利用者が、本サービスの利用に関して、第三者に損害を及ぼした場合は理由の如何を問わず、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第２８条（機密保持）
弊社は、捜査機関などから適法な手続により情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の遂行に際して知り得た契約者の業務上の機密（通信の秘密を

含む）を、第三者に漏らしません。ただし、契約者の事前の承諾があった場合は、この限りではありません。
第２９条（不具合報告の義務）

契約者及び利用者はシステム若しくはサービスのセキュリティの弱点、又はそれらへの脅威に気づいた場合、若しくは疑いを持った場合は、速やかに弊社
へ報告するものとします。

２， 弊社は前項報告により、又は、本システム若しくはサービスのセキュリティの弱点、又はそれらへの脅威に気づいた場合、若しくは疑いを持った場合は、
速やかに契約者及び利用者など全ての関係者に報告し、適切な是正及び予防処置を講じるものとします。

３， 前二項の規定により本サービスの提供が中止された場合は、その間の月額利用料については第２３条（利用不能の場合のおける料金等の清算）の規定によ
り取り扱います。

第３０条（契約者への通知等）
本契約約款に基づき弊社が契約者に対して行う通知その他の連絡（以下、本条において「通知等」という ）は、契約者が弊社に届け出ている連絡先に宛。

てて行うものとします。
２， 弊社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実とは異なるために通知等が契約者に到着しなかったときは、その通知等が通常到達すべき時に

契約者に到着したものと見なします。
第３１条（本サービスのサポート）

本サービスの利用に関するお問い合わせ先は下記サポート窓口で対応します。
お問い合わせの場合は、契約者ＩＤ、ユーザーＩＤの確認をさせていただきます。
１．サービスについての一般的な質問及びサポート

ｅ－ｍａｉｌ： info@shikatecho.jp
契約者ＩＤ、ユーザーＩＤ、お名前、法人名、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスを添えてお送りください
ＦＡＸ：(077)-532-2418
受付時間：午前１０時～１２時 ・ 午後１時～１７時（月～金の営業日） ＊土、日、祝祭日はご利用できません

２．サーバーの稼働状況・プログラムの不具合におけるサポート
ＴＥＬ：(077)-575-0340 受付時間：９時～１７時
＊サーバー稼働状況は、弊社で常時監視しておりますが、不測の際はご連絡ください。
最長２４時間以内で弊社の可能な範囲で対応致します。

（プログラムの不具合におけるサポート） 受付時間：午前１０時～１２時 ・ 午後１時～１７時（月～金の営業日）
＊土、日、祝祭日に賜った不具合内容に関しましては、弊社休業日明け日に対応させていただきます。
また、平日は弊社の可能な限りの即日対応させていた来ます。

第３２条（利用者データ、治療記録データの帰属）
本サービスへ登録を行った利用者データは、弊社に帰属し、契約者は、これを承諾するものとします。

２， 契約者は、利用者データを、閲覧及び利用することできます。
第３３条（本サービス上でのデータ帰属）

本サービスを利用し、契約者より登録されたデジタルデータは、契約者に帰属します。ただし、第三者に帰属する著作権、商標権などが存在する場合は、
第三者に帰属するものとします。

２， 弊社により提供される全ての書面、及びデータは、弊社に帰属します。
第３２条（協議事項）

契約者と弊社は、本契約約款に記載のない事項及び解釈に疑義が生じた事項については都度協議し、円満な解決を図るものとします。
第３４条（合意管轄）

本契約約款に関し、紛争が生じた場合には、大津地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
以 上

制定： 平成21年 7月 1日
改定：


